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平成27年10月末時点国交省調べ
宮城県、茨城県及び栃木県の３県を対象に調査

１－１．河川の氾濫状況について

河川名 氾濫原因 浸水面積（ha）

洪水予報河川
（３河川）

鬼怒川（茨城県常総市）【国管理河川】
思川（栃木県小山市）
黒川（栃木県鹿沼市）

決壊及び溢水
溢水
溢水

4,000
85
75

水位周知河川
（１河川）

三迫川（宮城県栗原市） 越水 16

その他の河川
（２０河川）

渋井川（宮城県大崎市）
熊川・二迫川（宮城県栗原市）
名蓋川（宮城県大崎市）
八間堀川（茨城県常総市）

※浸水面積50ha以上の河川のみ表記

決壊
決壊及び越水

決壊
決壊及び越水

433
139

54
（◆）

洪水予報河川、水位周知河川となっていない中小河川に起因する氾濫も多数発生している

2

◆ 鬼怒川（茨城県常総市）の浸水面積に含まれる
※ 浸水面積は速報値のため、今後変わることがあります。



災害対策基本法の改正（平成２５年６月改正、平成２６年４月１日施行）により、

市町村長による指定緊急避難場所及び指定避難所の指定制度が開始

平成２７年７月７日には、中央防災会議において防災基本計画が修正され、

指定緊急避難場所等について改めて考え方が示された

○指定緊急避難場所

災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所。土砂、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定を

行う。

・災害対策基本法 第四十九条の四

市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、･･･円滑かつ迅速な避難のため･･･

基準に適合する施設又は場所を、･･･異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。

【参考】指定緊急避難場所及び指定避難所の概要等

○指定避難所

災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が、一定期間滞在するための施設等。

・災害対策基本法 第四十九条の七

市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所

の確保を図るため、･･･基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

１－２．指定緊急避難場所について
指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等について

情報提供：消防庁 3



１－２．指定緊急避難場所について
広島土砂災害時における避難所での被災

○指定緊急避難場所（※市町村が指定）
災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所
土砂災害、洪水、津波、地震等のハザード別に指定

広島土砂災害においては、土砂災害に対
応した避難所として指定されていなかった
避難所に自主避難した住民１名が土砂災
害に遭遇し亡くなった

• 各ハザードに適した「指定緊急避難場所」の指定を促進
• 住民への周知を徹底

• 避難先として考えている施設が土砂災害から安全か
（山際にないか等）を自ら点検し、市町村にも確認

Ｈ

土砂災害に対応した
指定緊急避難場所

○指定避難所（※市町村が指定）
災害の危険に伴い避難をしてきた人々が一
定期間滞在する施設

 「指定緊急避難場所」について次のような課題が存在

① 市町村による「指定緊急避難場所」の指定が進んでいない

② 既に指定されているものについても、避難場所が「ハザード別」に指定
されていることについて、充分に周知されていない

 「指定避難所」と「指定緊急避難場所」とを兼ねて指定されているケース
もあり、両者の違いが充分に認識されていない

市町村

住民

出典：総合的な土砂災害対策検討WG（H27.6）参考資料 4



１－２．指定緊急避難場所について
和歌山県における避難先の考え方

◇避難先の安全レベルの考え方

避難先

（☆☆☆）

避難先

（☆☆）

避難先

（☆）

避難先

（☆）(注）

大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないとするか、開設した場合で
あっても、危険が迫った場合には閉鎖の可能性がより高い避難先

土砂災害や浸水が発生した場合でも十分に安全な避難先

土砂災害や浸水が発生した場合でも一定の安全を確保することが可能である避難先

大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないとするか、開設した場合で
あっても、危険が迫った場合には閉鎖の可能性がある避難先

台風等の大規模な災害が事
前に予想される場合に関し
ては避難先（☆）、（☆）
（注）は開設しないことも
ある。

近くの避難先
避難先（☆☆）

避難先（☆☆☆）

避難先（☆☆）

二次避難

危険性のない避
難先へ二次避難
を実施する

風水害

自宅等災害の
危険性

避難先への避難のイメージ
風水害

風水害

避難先（☆）
　　　　　　　　（☆）（注）

風水害

5情報提供：和歌山県



１－３．避難行動要支援者名簿について

避難行動要支援者の避難支援対策に係る取組状況①

・平成27年4月1日現在で、調査対象市町村

（1,734団体）のうち52.2％(906団体）が

作成済

・平成27年度末までに調査対象市町村の

98.0％(1,699団体）が作成済みとなる予定

【平成27年4月1日現在（消防庁）】

○避難行動要支援者名簿の作成状況

906
52.2%

793 
45.7%

35 
2.0%

n=1,734

作成済
（地域防災計画の修正も完了）

平成27年度末までに作成予定

平成28年度以降作成予定

※割合については四捨五入して表記
したため合計が100％になっていない

各市町村の取組状況の調査結果

概 要

【趣旨】 平成25年６月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者（※１）の円滑かつ迅速な避難の
確保のため、市町村に対し、主に以下のことが義務付けられた。
(1） 要介護状態区分、障害支援区分等を考慮したうえで、避難行動要支援者の要件を設定し避難行動

要支援者名簿（※２）を作成すること。
(2) 避難行動要支援者本人の同意を得たうえで、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者

へ名簿情報を提供すること。

【背景】 東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち、６５歳以上の高齢者の死者数は約６割であり、
消防職員・消防団員の死者・行方不明者や民生委員などの支援者も多数犠牲となった。

※１ 避難行動要支援者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難する
ことが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの

※２ 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者の氏名、生年月日、性別等が記載され、災害時に避難支援等関係者が

避難支援や安否確認等を行う際に活用できるもの

6情報提供：消防庁



○平常時における名簿情報の提供先

99.1% (898)

97.8% (886)

96.6% (875)

90.3% (818)

59.6% (540)

58.4% (529)

43.2% (391)

65.0% (589)

0.0% 50.0% 100.0%

身体障害者

要介護認定を

受けている者

知的障害者

精神障害者

自ら掲載を希望した者

難病患者

自治会等が支援の必要を

認めた者

その他

（

n=906

93.3% (845)

80.4% (716)

77.5% (702)

69.6% (631)

66.1% (599)

65.1% (590)

56.1% (508)

0.0% 50.0% 100.0%

民生委員

消防本部・消防署

自主防災組織

社会福祉協議会

都道府県警察

消防団

その他

n=906
（消防本部・消防署については、設置していない市町村があるため、n=890）

○避難行動要支援者名簿に掲載する者

・名簿作成済の906団体のうち、名簿に掲

載する者として、身体障害者を挙げてい

る団体は99.1％と最も多く、以下、要介

護認定を受けている者97.8％、知的障害

者96.6％の順に多い

・名簿作成済の906団体のうち、平常時に

おける名簿情報の提供先として、民生委

員を挙げている団体は93.3％と最も多く、

以下、消防本部・消防署80.4％、自主防

災組織77.5％の順に多い

１－３．避難行動要支援者名簿について

避難行動要支援者の避難支援対策に係る取組状況②
【平成27年4月1日現在（消防庁）】

7情報提供：消防庁



１－４．大規模な河川氾濫時の避難について

首都圏における大規模水害の被害想定結果の概要

出典：中央防災会議「大規模水害対策に関する専門調査会」資料 8



立
ち
退
き
避
難
に
要
す
る
時
間

避難に充てることのできる時間
10m 1h 12h 1d 3d

小規模な氾濫

常総市の
水害

（関東・東
北豪雨）

長

短

広域避難オペレーション

9
※ 避難オペレーションの判断を支

援する情報が発表され得る時間
※

１－４．大規模な河川氾濫時の避難について

「立ち退き避難に要する時間」と「避難に充てることの時間」との関係（イメージ）

大都市圏における
大規模な河川氾濫
及び高潮氾濫



○住民の多くは行政による災害情報の
提供を不十分と評価。特に、住民への
一斉同報伝達の役割を担う防災行政
無線が聞こえにくかったとの指摘

○防災行政無線に加え、テレビ・ラジオ・
携帯電話・インターネット等の多様な
情報伝達手段を多重的に活用する必
要性を痛感

東日本大震災の教訓
○災害による被害を最小限にとどめるに
は、重要な災害情報が確実かつ迅速
に住民に届くことが不可欠

○既存の情報伝達手段を最大限に活用
し、住民に対し多重的に伝達すること
で、重要な災害情報が一回も届かない
方がいないよう、情報伝達基盤「Lア
ラート」を強化

Lアラートの強化

10

2007 ・・・・ 2010 2011 ・・・・ 2014 2015

環境変化
（災害）

総務省
の取組

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
振興ｾﾝﾀｰ
の取組

情報伝達
基盤構想
が浮上
↓

実証実験
へ

総務省
研究会
（※）

実用化試
験

６月
サービス
運用開始

3.11
東日本
大震災

新潟県
中越沖
地震

「公共情報
コモンズ」
として展開

「Ｌアラート」
の時代へ

※： 災害時等の情報伝達の共通基盤の在り方に関する研究会

「普及加速化パッケージ」

２－１．Ｌアラートについて
災害時の情報伝達の方向性

10提供：総務省情報流通行政局



沖縄

三重

青森

秋田

山形

山梨

富山
石川

熊本

北海道

山口

千葉

栃木群馬福井

奈良

和歌山

岡山

鹿児島

佐賀

長崎

岩手

福
岡

宮城

埼玉

愛知 神奈川

運用中・・・・ ３３

準備中・・・・ １４

福島

茨城

新潟

長野岐阜

静岡

東京

滋賀

京都
兵庫

鳥取

大阪

広島

香川

徳島愛媛
高知

大分

宮崎

島根

（平成27年11月末現在）

２－１．Ｌアラートについて
Ｌアラートの普及状況

11提供：総務省情報流通行政局



481

0

15

30

45

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012/4/1 2013/4/1 2014/4/1 2015/4/1

市町村

都道府県(運用中)

0

100

200

300

400

500

600

2013/10/1 2014/10/1 2015/10/1

その他

ポータル事業者

地方自治体

通信社

新聞社

コミュニティFM

短波ラジオ

FMラジオ

AMラジオ

CATV

広域・県域放送局

放送事業者合計：

16
4

10
2

33
117

1
41
12

201
109

（平成27年11月末現在）

１２５１市町村

３３都道府県

【情報発信者の動向】
全国の３分の２の地方自治体で、Ｌアラートへ情報発信

【情報伝達者の動向】
放送会社が大半で、ＣＡＴＶ会社の増加が顕著

２－１．Ｌアラートについて
Ｌアラートの利用の増加

546社

12提供：総務省情報流通行政局



○ 最近の災害対応の教訓を踏まえた対策の強化に伴い、中央防災会議（平成27年７月７日）において防災基
本計画を修正。

⇒ Ｌアラートについて初めて明記（Ｌアラート活用による伝達手段の多重化・多様化、システムの維持・整備等）

○ また、Ｌアラートの活用が、自治体における通常の防災業務の一環として定着し、着実に実践されるよう、地
域防災計画等への記載を働きかけ。

○ 2015年８月１日現在、Ｌアラートを運用している３３都道府県中、２７都道府県の地域防災計画にＬアラートの
活用が記載。

防災基本計画・地域防災計画への明記

（例）第４編 津波災害対策編
第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え
１ 災害発生直前対策関係

○ 津波警報，避難勧告等の伝達に当たっては，走行中の車両，運行中の列車，船舶，海水浴客，釣り人，観光客等にも

確実に伝達できるよう，防災行政無線，全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ），災害情報共有システム（Ｌアラー
ト），テレビ，ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。），携帯電話（緊急速報メール機能を含む。），ワンセグ等のあらゆる
手段の活用を図るものとする。

（例）沖縄県地域防災計画（地震・津波編第１章 災害予防計画）（抜粋）

・災害情報を迅速に収集・伝達するためには、通信施設・設備等の整備を一層進めていくことが必要であり、県は以下
の対策を推進していくこととする。

(ｲ)市町村防災無線の設置箇所数や端末局の増加、最新機器への更新、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災
害情報共有システム(Ｌアラート)の導入等について支援する。

・県及び市町村は、地震情報、津波警報、避難勧告等が住民の迅速・的確な避難行動に結びつくよう、要配慮者、観光
客及び外国人等に配慮して、効果的な伝達内容等を準備しておく。また、関係事業者と連携して、津波警報等が確実
に伝わるよう、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム(Ｌアラート)、テ
レビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）。携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）及びワンセグ等を用いた伝達手
段の多重化、多様化に努める。

２－１．Ｌアラートについて
Ｌアラートの位置づけの明確化

13提供：総務省情報流通行政局



３－１．関東・東北豪雨における茨城県の対応
災害対策本部の設置

災害対策本部の設置

9月10日 07:45 茨城県全域に大雨特別警報が発令さ
れたため，災害警戒本部を設置

10:00

県下に大規模な災害が発生するおそ
れがあるとして，県災害対策本部を
設置
設置場所：県災害対策本部室・

災害対策室

災害対策本部の事務局
9月10日 08:00 総括班，情報班，対策班，広報班を招集し，情報収集等の活動を開始

10:00 災害対策上必要となったため，さらに燃料調整班，物資調整班，陳情
班を招集
その後，燃料調整班員については，物資調整班に組み入れた。
機動班は，その招集基準・出動基準に従い，常総市へ出動し，情報収
集，物資調整，ボランティア受付等業務を行った。（～9/14）
9/10：情報収集のため2人
9/11：現地対策本部設営準備のため10人，物資調整作業のため7人
9/13～14：ボランティアセンター支援のべ56人

災害対策本部の様子（写真提供：茨城県）

14情報提供：茨城県



３－１．関東・東北豪雨における茨城県の対応
現地災害対策本部等の設置

現地災害対策本部
• 期 間：9/12～10/30
• 場 所：常総市石下総合体育館（9/12～10/30 ただし，9/17からは県災害ボランティアセ
ンターのみが使用），NTT東日本旧水海道支店ビル（9/17～10/30）

• 従事人数 のべ2,697名（県職員のべ2,153名・市町村のべ544名)
※ピーク時で県職員115名

○活動内容
① 県災害ボランティアセンター

のべ1,380名
（県職員のべ836名・市町村のべ544名）※ピーク時で67名
・ボランティアの募集，受付，活動支援（9/12～30）
・支援物資の仕分け，分配（9/12～10/14）

② 住宅に関する意向調査，被災住宅の調査，公的住宅等の確保等に関する支援
③ 市道の災害復旧に関する支援
④ 災害廃棄物の収集，分別，仮置き場の確保等に関する支援
⑤ 県内市町村からの支援の申出，その他調整案件の受付・整理，常総市との調整など
⑥ 避難所における被災者支援（～9/14）

その他常総市に対する人的支援
・期 間：9/28～10/23
・場 所：常総市役所
・従事人数：のべ559人（うち市町村202人）
・活動内容：避難所における被災者支援，支援物資の仕分け・分配，罹災証明発行支援

15情報提供：茨城県



３－１．関東・東北豪雨における茨城県の対応
災害情報の収集・伝達

１．被害概況の把握
市町村及び防災機関より，主として
• 浸水の被害状況
• 建築物の被害状況
• 道路，鉄道の被害
• 電気，水道，ガス等の被害
について報告を受け，概況を把握した。

また，災害対策本部から，連絡員を常総市
に派遣して，住民の避難状況や要望，現地
での応急対策活動での問題点等の確認・報告
を行わせた。

２．被害情報等の収集・伝達
• 県警ヘリで空撮を行い，災害対策本部に
リアルタイムの映像を配信した。

• 被害概況の把握のため派遣した連絡員が，
県への情報伝達を行った。

常総市役所から見た浸水の様子（写真提供：茨城県）

浸水し始めた常総市役所の敷地（写真提供：茨城県）
16情報提供：茨城県



３－１．関東・東北豪雨における茨城県の対応
広報・報道機関への対応

１．情報発信の回数
平成２７年９月関東・東北豪雨による本県への影響等について，県政記者クラブ等を通じ，情
報を提供するとともに，県ホームページにより公表。
• 知事記者会見，災害対策本部等の記者発表・・・７１回
• 災害対策本部等の資料提供・・・２７７件

２．情報発信の内容
県民等に向けて，災害に関する情報や，被災地の住民の行動に必要な情報を発信。
（１）インターネット
①県ホームページ（「いばキラＴＶ」により，下記情報をストリーミング配信）
（主な情報の内容）
災害による本県への影響，避難所開設状況，被災者の生活再建支援策，県などの相談窓口，各
種団体等の無料相談会，水害時の衛生対策，ボランティア・義援金の募集，交通規制・気象情
報 など
※重要な情報は，ポルトガル語，英語，スペイン語，韓国語版をあわせて掲載
②上記の情報を県公式ツイッターで発信。（特に住民の生活に直接関わる情報は，常総市のツ
イートを県公式ツイッターにより拡散。）
③「いばキラＴＶ」により，県内被災地域の復旧の状況や，支援に取り組む人々の姿を伝える
番組「がんばっぺ常総 復興への道のり」を配信
（２）広報紙「ひばり」
• 10月号の特集記事を差替え，被災状況・知事メッセージ及び主な支援策・相談窓口等を掲載。
• 10/4（日）に新聞折込による全戸配布のほか，避難所等において直接配布。
• 11月号では，天皇皇后両陛下の被災地御見舞いのご様子を紹介。

17情報提供：茨城県



３－２．災害時における広報活動について
マスコミとの連携を想定した取組

○みやぎ防災減災円卓会議（河北新聞社）
• 平成27年４月24日に第１回会議（設立会議）を開催
• 現在（平成27年11月末）までに７回開催
• 行政機関（宮城県、東北地方整備局など）と報道機関との情報交換がメイン

○減災報道研究会（人と防災未来センター）
• 取材する側と取材される側が議論する場として、平成17年に発足
• 平成19年度に「減災」という目標に向かって研究活動をより活発にするため、会の名称を「減
災報道研究会」と改名

• 「行政機関と報道機関が対話を通じて、住民・研究者とも連携しながら、災害対応能力を磨き
合い、減災社会を実現するための実践的な活動を生み出す場」となることを目指している。

○マスメディアと研究者のための地震災害に関する懇話会（名古屋大学）
• 東海地方及び周辺の報道機関の記者、行政の防災担当者及び大学の地震科学関連の研究者をメ
ンバーとする地震防災の定例的な情報交換・勉強会

写真提供：人と防災未来センター
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１．災害テレホンセンター開設

災害対策本部が設置された場合、速やかに災害テレホンセンターを開設する。

２．担当職員の配置

各局からの応援を得て、20名の職員を配置する。

３．情報の収集

情報連絡室及び災害相談センターとの情報の共有化を図る。

４．情報シートの作成

集められた情報をもとに、情報シートを作成する。

５．災害テレホンセンターの縮小・閉鎖

災害テレホンセンター 災害相談センター

１．災害相談センター開設

災害対策本部が設置された場合、速やかに災害相談センターを開設する。

２．担当職員の配置

各局からの応援を得て、20名の職員を配置する。

３．情報の収集

情報連絡室及び災害テレホンセンターとの情報の共有化を図る。

４．災害相談センターの縮小・閉鎖

神戸市広聴活動マニュアルより

○神戸市広聴活動マニュアル
災害時の市民からの問い合わせや苦情・要望に対応するため、速やかに広聴体制を確立することに
より、市民生活の不安の解消を図る。

３－２．災害時における広報活動について
災害時における外部からの問合せ対応（神戸市の事例）

19



災害対策基本法に基づく「防災基本計画」等において、地方公共団体は、専門的知見を有
する防災担当職員の確保及び育成や、円滑な災害応急対応及び復旧・復興のための退職者の
活用等の人材確保方策を予め整えるよう努めることとされているところ

証 明 要 件

１．次に掲げる研修のいずれかを受講している者
・内閣府「防災スペシャリスト養成研修」全コース（基礎除く）

目的：防災活動の前提と遂行能力の習得
対象：国・地方公共団体で、①災害対策本部運営の中心的役割を担う職員、②個別課題に専門的に従事する職員、③防災部門の新任職員
総合管理コース：３コース×２日間、個別対策コース：６コース×２日間

・防衛省「防災危機管理教育」
目的：地方公共団体等の防災・危機管理担当部課等で勤務するための専門知識・技能・能力を備えた人材の育成
対象：自衛官 教育期間：約３週間

・その他上記の研修と同様の効果を得られるものと認められる研修

２．次に掲げる防災実務経験をいずれも有する者
① 国の行政機関職員の課長補佐相当職以上の職位を経験 ② 防災行政経験５年以上又は災害派遣任務を有する部隊等経験２年以上

○ 防災の専門性を有する外部人材を、地方公共団体の「防災監」や「危機管理監」等で採用・
配置するに当たり、必要となる知識・経験等を有する者を「地域防災マネージャー」として
証明することで、地方公共団体における人材確保に資する

20

3－３．「地域防災マネージャー」制度について
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発災直後
（9月11日時点）

発災１か月後
（10月10日時点）

発災２か月後
（11月10日時点）

現状
（12月16日現在）

被災
自治体計

設置個所
137か所
（39か所）

17か所
（16か所※1）

10か所
（10か所※2） 12月8日をもって

一次避難所閉鎖
現在、二次避難所（旅館、ホテル）

4か所に80名が避難避難者数
8,871名

（6,223名）
406名

（401名）
251名

（251名）

※ ３県において、県又は市の独自財源等による開設を含む

※カッコ内は常総市（市外設置分含む）
※1 常総市7、つくば市7、守谷市1、つくばみらい市1
※2 常総市6、つくば市4

茨城県

栃木県 宮城県

発災直後
（9月10日時点）

被災
自治体計

設置個所 82か所 11月15日を
もって

県内全避難
所を閉鎖避難者数 2,677名

発災直後
（9月11日時点）

被災
自治体計

設置個所 196か所 9月23日を
もって県内
全避難所を
閉鎖避難者数 2,052名

４－１．避難所について
避難所の状況について①



１．避難所等の生活環境の整備等について（発出）

９月１０日（木）に茨城県、１１日（金）に栃木県、宮城県に対し「避難所の生活環境の整備等につい
て（留意事項）」を発出し、避難所の状況を把握するとともに、要配慮者への十分な配慮と、避難所の生
活環境の整備等について依頼。

平成２７年9月関東・東北豪雨災害の発生

２．避難所運営に関する意見交換

避難所ごとに待遇が異なるなど課題を受け、９月２９日（火）茨城県常総市内にて、避難所の運営状況
等について、内閣府・茨城県・常総市・ＮＰＯの４者で意見交換を行った。

県・市・社会福祉協議会・ＮＰＯの代表者による意見交換を定期的に行い、要配慮者への対応、避難所
の格差解消に向けて連携が強化された。
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４－１．避難所について
避難所の状況について②



東日本大震災（平成２３年３月）
＜顕在化した主な課題＞
・被災者の心身の機能の低下や様々な疾患の発生・悪化が見られた
・多くの高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた家族、外国人等が被災したが、避難所のハード面の問題や他の避難者と
の関係等から、自宅での生活を余儀なくされることも少なくなかった

災害対策基本法の一部改正（平成２５年６月）
＜施策のポイント＞
・指定避難所の指定制度が設けられた（第４９条の７）
・避難所における生活環境の整備等についての規定が設けられた（第８６条の６）

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（平成２５年８月）
＜施策のポイント＞
法改正を受け、市町村（特別区を含む）等には、避難所における良好な生活環境の確保等に努めることが

求められるが、その取組にあたっての参考となるよう策定

23

広島土砂災害等近年の災害における状況も踏まえ、平成２７年７月１６日「避難所の確保と質
の向上に関する検討会」を設置し、避難所の生活環境整備に関する論点について検討中

４－１．避難所について
現行の仕組みや制度の変遷（避難所関連）



災害対策基本法の一部改正により、市町村（特別区を含む。）には、避難所における良好な生
活環境を確保し、被災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を実施することが求められるが、
その取組に当たっての参考となるよう、市町村を対象に、生活環境の確保に関する事項を指針と
して示したもの。

〈構成と主な内容〉

１．避難所の組織体制と応援体制の整備
・「避難所運営準備会議（仮称）」の設置
・避難所の運営管理者となりうる者を対象とした研
修や訓練の実施

４．避難所における備蓄等
・食料・飲料水の備蓄（アルファー米等の白米 と牛乳
アレルギー対応ミルクの備蓄等）

・仮設トイレ、紙おむつ、生理用品、燃料、 自家発電
装置、非常用発電機等の備蓄の検討

２．避難所の指定
・防災・ 安全交付金、耐震対策緊急促進事業、公立
学校施設整備事業等の活用の検討

・福祉避難所の整備
５．避難所運営の手引（マニュアル）の作成
・要配慮者に対する必要な支援を盛り込むこと
・担当者以外の者でも避難所を立ち上げることができ
るような簡易な手引の整備３．指定避難所等の周知

・要配慮者に配慮した避難所の周知方法の準備
・指定した福祉避難所に関する情報の周知

第１ 平常時における対応

４－１．避難所について
避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針の概要①
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４．福祉避難所の管理・運営
・必要な福祉・保健医療サービスの提供や相談等に当
たる介助員等の配置

５．食物アレルギーの防止等の食料や食事に関する
配慮等

・避難所における食事の原材料表示、避難者自身に
よるアレルギー原因食品の情報提供

・各避難所への保健師等の巡回、避難所内の清潔保
持等の環境整備

６．被災者への情報提供
・被災者・要配慮者への情報の提供
・市町村と避難所や地域間の相互の情報提供ルート
の確立

７．相談窓口
・様々な避難者の意見を吸い上げるための相談窓口
の設置

・就労支援等の相談窓口の設置

８．在宅避難
・在宅にて避難生活を送ることを余儀なくされた者
等への見守り機能の充実・支援物資提供等

・被災者台帳の活用などによる避難所を拠点とした
支援の実施（状況把握等）

１．避難所の設置と機能整備
・設置した避難所の数が不足する場合、公的宿泊施

設、
旅館、ホテル等の借り上げ

・避難所不足時に優先的に入所させる避難者の検討
・バリアフリー化、福祉避難室用のスペースの確保、
男女別トイレ等の確保

２．避難所リスト及び避難者名簿の作成
・開設して いる避難所のリスト化
・氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無
等を記載した「名簿」の作成
・避難者名簿から被災者台帳への引き継ぎ

３．避難所の運営主体
・運営責任者の配置、避難者自身の役割分担の明確化
・様々な被災者の意見やニーズを吸い上げた避難所の
運営

第２ 発災後における対応

４－１．避難所について
避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針の概要②
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５－１．災害時におけるボランティア活動について
ボランティアに関する近年の動き

26

＜主な災害とボランティア活動＞
（発生年） （名称） （延べ参加人数）

＜関連する動き＞

平成７年 阪神・淡路大震災
（ボランティア元年） 約137.7万人

平成 9年 ナホトカ号海難事故 約2.7万人

平成16年 台風23号 約4.4万人

平成16年 新潟県中越地震 約9.5万人

平成19年 能登半島地震 約1.5万人

平成19年 中越沖地震 約1.5万人

平成21年 台風９号 約2.2万人

平成23年 東日本大震災 （※）約145万人

平成26年 広島豪雨災害 約4.4万人

平成27年 関東・東北豪雨災害 集計中

（※）災害ボランティアセンターを経由せず活動した人を含めると推定で約550万人

■災対法改正（H7年）
行政が『ボランティアによる防
災活動の環境整備』に努める旨
明記

■災害ボランティアセンター
（以下災害VC）
主に社会福祉協議会が運営主体
を担うことが主流に。

■防災ボランティア活動検討会
H16年から内閣府にて開始

■災対法改正（H25 年）
『行政がボランティアとの連携
に努める』旨明記



５－１．災害時におけるボランティア活動について
災害発生時のボランティア活動の関係図
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・個人ボランティアの登録受付
・被災者ニーズの把握
・被災者ニーズのマッチング、
コーディネート

・情報発信・収集
・活動領域に一定の制限有り
（専門的領域等） 等

災害ＶＣ

連携
協働

・隣接した他の社協、都道府県社協、
全社協による人的支援

・企業、NPO、社協、共同募金会など
による、『災害ボランティア活動支
援プロジェクト会議（支援Ｐ）』

・中央共同募金会『災害等準備金』等

・中間支援組織、ネットワーク団体
・各種助成 等

個人ボランティア被災市町村

市町村社会福祉協議会
運営

連携

ボランティア団体
・防災活動を行うことを目的と
したNGO/NPOによる支援

・災害VC運営支援
・炊き出し、食事提供
・避難所運営支援
・高圧洗浄など重機作業
・情報発信・収集
・多数の団体がそれぞれ活動等

都道府県
支援

国
支援

■被災地におけるボランティア活動



ここでは以下の想定で用語を用いる
 個人ボランティア：主に災害発生時に、被災地に赴き、災害ボランティアセンターなどに登録し、ボランティア活動を行う個人。
 ボランティア団体：防災ボランティア活動を行うことを目的としたNGO/NPO、ネットワーク団体、中間支援組織等。
 災害ボランティアセンター：大規模な災害が発生した際、ボランティアの受付を行うとともに、被災者ニーズの把握し、コーディネート等を行う、
主に市町村の社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンター（以下災害ＶＣ）

 連携・協働：ボランティア団体間、行政とボランティア団体間、行政と災害ＶＣ間、災害ＶＣとボランティア団体間などの連携・協働

５－１．災害時におけるボランティア活動について
これまで内閣府における検討の中で明らかになった課題の整理

28

日常（平時） 災害発生以降 課題解決、環境
整備の方向性

個人ボランティ
アに関する観点
から

 普段から地域における防災ボラン
ティア活動には参加していない。

 日頃、地域における防災ボラン
ティアとしての活動や取組があま
り認識されていない、行われてい
ない。

 活動時の心得や装備・準備（安全衛生
面等）の認識が徹底されていない。

 受援側の理解が不足（ボランティア活
動を受けることに対する不信感）。

 復興期に果たす役割が不明確。
 ボランティア休暇制度などの支援制度
に関する認識が不十分。

 平時の取組の仕組み
づくり、周知、働き
かけの、より一層の
推進。

ボランティア団
体に関する観点
から

 活用できる助成制度が限定的。
 災害時に有用な法令、制度等専門
的な知識を学ぶ機会が少ない。

 助成制度、資金調達の仕組が限られて
いる（特に小規模災害）。

 被災地で継続的な活動を行うにあたっ
ての、NPOに対する支援が必要。

災害ＶＣ運営の
観点から

 運営や担い手の育成が不十分。
 どこで起こるかわからないので、
日常の準備が不足。

 受入体制が整わず、希望者を断らざる
得ない場合がある。

 同様に被災しても報道のされ方等によ
り、場所毎に集まりに差が出ることも。

 災害ＶＣ設置・運営
の担い手育成。

連携・協働の観
点から

 各組織間の連携の必要性について
理解が不足。

 行政とボランティア団体等が普段
から連携する必要がある。

 発災時の対応に関し、各主体間の連携
（行政とNPO等、NPO間など）に課題。

 多様な主体との協働型VCの運営が必要。
 被災地における支援全体を見渡し、被
災地外から受入れなどを調整する機能
が脆弱。

 専門性の高い民間団体との連携。

 行政側のボランティ
アに関する認識を高
めるための情報提供。

 平時から連携を検討
するための場作り。

 連携訓練の実施。



近隣住民等, 

27000, 
77.1%

消防、警察、

自衛隊, 

8000, 
22.9%

出典：平成26年版防災白書
「図表１阪神・淡路大震災における
救助の主体と救出者数」

出典：平成26年版防災白書
「図表８国民が重点を置くべきだと考えている防災政策※」
※内閣府「2014年防災に関する世論調査」より作成

阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模広域災害時の「公助の限界」
が明らかになるとともに、「自助」「共助」によるソフトパワーが重要なものと
なっている。
また、国民の意識の中でも、「公助に重点を置くべき」という回答が減少し、

「自助、共助、公助のバランスをとるべき」という回答が増加している。

６－１．自助・共助による防災活動について

自助・共助による防災活動の取組
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【参考】「災害対策基本法」での自助・共助に関する位置づけ

【参考】国の「防災基本計画（平成27年７月）」での自助・共助に関する位置づけ

（基本理念）
第二条の二 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
一 （略）
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併
せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をい
う。以下同じ。）その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。
以下（略）

（住民等の責務）
第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責
務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさな
ければならない。
２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にの
つとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共
団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
３ 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需
物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参
加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

第４章 防災計画の効果的推進等
第１節 防災計画の効果的推進
○いつどこでも起こりうる災害による人的被害，経済被害を軽減し，安全・安心を確保するためには，行政による
公助はもとより，個々人の自覚に根ざした自助，身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり，個人や家庭，
地域，企業，団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う国民運動を展開す
るものとする。また，その推進に当たっては，時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに，関係
機関等の連携の強化を図る。
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６－１．自助・共助による防災活動について

国における自助・共助に関する取組

○自主防災組織の取組強化
地域の防災力の充実を計るため、これまで地域における自主防災組織の立ち上げ、育成を

進めてきた。
自主防災組織は、地域住民の連帯意識に基づき自主防災活動を行う組織で、平常時には、

防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、防災巡視、資機材の共同購入等を行っている。
災害時には、避難誘導、救出・救護、情報の収集・伝達、給食・給水、災害危険箇所の巡視
等を行うなどに取り組んでいる。

自助・共助の取組の推進
○地区防災計画制度
これまで防災計画は、
・国レベルの総合的で長期的な防災基本計画
・地方レベル（都道府県・市区町村）の地域
防災計画をそれぞれ定め、防災活動を行って
きた。
我が国では、地域における自助・共助の取

組が行われていることから、これらの自助・
共助による防災活動を促進し、ボトムアップ
型による地域の防災力を高めるため、平成25
年度災対法改正において、地域の特性を踏ま
えコミュニティレベルの防災活動を内容とす
る「地区防災計画」を市区町村の地域防災計
画に定めることができる地区防災計画制度を
制定。

＜制度のイメージ＞
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６－１．自助・共助による防災活動について

自助・共助に関する取組の事例①（地区防災計画モデル地区での取組事例）

○長野県長野市長沼地区の取組

○岩手県大槌町安渡地区の取組

長沼地区は、千曲川と浅川に挟まれた低地帯で過去に千曲川
の氾濫などを経験してきた。
これまでも水害の経験を受けて地区での防災訓練を実施してきたが、
他の地域の避難計画などを参考に、避難を中心とした地区防災計画
の策定に取り組んだところ。
＜当該地区の地区防災計画のポイント＞
・避難基準を独自に制定し、確実に避難できるようにした
・地域にある自主防災組織、自治協議会、消防団、民生児童委員
市など、関係機関の協議の下、作成

・住民がわかりやすいよう独自の防災マップ（右図）、避難ルール
ブックを作成し、全戸へ配布

・防災訓練を実施するなど計画を常に見直し

安渡地区は、東日本震災で大きな被害を受け、
その教訓を踏まえ、地域での避難計画を見直しを行った。
＜当該地区の地区防災計画のポイント＞
・住民の合意形成による避難計画
・避難説得の15分ルールや、マイカーの
活用など過去の経験に基づく取組

・避難訓練を実施し、常に計画の見直し
・町等の関係機関との連携
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６－１．自助・共助による防災活動について

自助・共助に関する取組の事例②（今回の水害時における取組事例）

○今回の水害時における地域での取組事例
今回の水害では、地域の自主防災組織や地域のリーダーの機転による、自主的な避

難行動や避難所開設を行う事例があった。

＜主な取組事例＞
・市町村からの情報等に基づく地域リーダー等による自主的な避難のよびかけ
・地域リーダーと役所における情報の一元化による適切な情報伝達
・自主防災組織による組織だった、情報収集、避難誘導、避難所開設の取組
・要配慮者への目配せ

＜これらの取組のポイント＞
・自分の地域は自分で守るという
気持ち

・日頃からの地域における挨拶や
防災に関する意識付け

・防災について、一般市民目線で
気軽に防災に取り組めるような
配慮

◆ある地域の取組例（自主防災組織での取組） 33



６－１．自助・共助による防災活動について
自主防災会による避難のよびかけ（今回の水害時における取組事例）

【Ａ地区】
○ 自主防災会長が、自ら判断して、行政の避難勧告の前に自主的な避難を呼びかけ
た。さらに、避難所の開設、隣接地区の避難所の利用に関する調整も自主防災会
長が自ら判断して実施した。

【B地区】
○ 自主防災会長が３度にわたり、自らハンドマイクで避難の呼びかけを行った。

時刻 避難の呼びかけ等
9/11 1:31 市の安全安心メール（自然災害警戒）を受信
9/11 2:30 河川の状況を見て異常がないことを確認。
9/11 3:00 河川の増水を確認。

Yahooの雨雲レーダ等で雨雲の状況を監視。
9/11 3:30 河川の水位が堤防天端まで1m弱に達してい

ることを確認し、越水の可能性があると判断。
9/11 4:00 自主防災会の副会長・本部員・班長に、地区

の集会所に自主避難するように伝達
9/11 4:30 自主避難完了
9/11 4:50 隣接地区の区長に、高齢者の避難施設として

隣接地区の集会所の利用を依頼
9/11 4:59 市が避難勧告を発令

※深夜の避難勧告の発令による混乱を避けた為

１回目：避難の準備をしろ。
２回目：第５小学校に避難しろ。
３回目：冠水しているので自宅に留まれ。

【B地区】自主防災会長による避難の呼びかけ【A地区】自主的な避難の呼びかけ・避難所開設
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６－１．自助・共助による防災活動について
全世帯が参加する自主防災会（今回の水害時における取組事例）

【A地区の事例】
○ 地区内の全ての世帯が、自主防災会のいずれかの班（役職）に所属している（但
し、75歳以上の高齢者や、公的機関の職員は除く）。

○各班には、平時と災害時の任務分担を定め、集会所に掲示している。
○ 班編成は、住民の職業や特性を考慮して定めている（例：看護師や看護学生は救
出救護班に所属している）。

○全世帯が自主防災会の役職についているので、自主防災会の参集が安否確認を兼
ねている。

集会所には以下を掲示
・自ら作成した防災マップ（写真左）
・自主防災会の組織図（写真右上）
・自主防災会の任務分担（写真中下）
・ハザードマップの拡大図（写真右下）

平時の活動 災害時の活動

自主防災会は、本部、情報班、救出救護班、
避難誘導班、給食給水班、避難所運営班
で編成されている。
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６－１．自助・共助による防災活動について
自主防災会による被害報告（今回の水害時における取組事例）

【市役所との情報に関する連携】
○災害発生初期の段階で、市からの要請に基づき、自主防災会が、床上浸水・床下
浸水戸数等の情報を収集し、市役所に報告した。

○ 市からの案内（災害ごみの収集等）は、自主防災会長が住民に周知した（広報チ
ラシの配布）。

○ 住民から市への要望・要請は、自主防災会長を介して行った（被災住民から多く
の要望を受ける市にとって、優先度合いを把握しやすい）。

自主防災会からの調査報告
等に基づく速報値
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６－１．自助・共助による防災活動について
自主防災会の運営上の工夫（今回の水害時における取組事例）

【自助・共助意識の醸成】
○ 災害の規模が大きくなればなるほど、行政からの支援は期待できないことを理解
すること。

【訓練・研修】
○訓練のバリエーションを持たせて、訓練に飽きない様に工夫している。
○急に難しいことを行うのも良くない。メンバーが参加できるレベルを見極める事
が大切である。

○ 市が作成している資料を活用しているが、メンバーが理解しやすいようにアレン
ジしている。

【若い世代の参加】
○PTAを主体に地域の行事を盛り上げている（クリスマス会等）。若い世代と地区役
員が顔見知りになるきっかけになっている。

【要配慮者への対応】
○普段からの住民同士の付き合いの中で要配慮者について把握している。
○ 安否確認は、民生委員と担当者（隣人）が行いった。複数の人が注意するように
している。
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６－１．自助・共助による防災活動について
宿泊施設との協定

 和歌山県那智勝浦町の市野々地区に
では、地区独自の取組として、町内
のホテル等の宿泊施設と協定を結ん
でおり、避難勧告等が発令された場
合には割引料金で宿泊できるように
なっている。

 市野々地区は地区内の多くが土砂災
害警戒区域、浸水想定区域となって
いるおり、この協定により早めの地
区外への避難を促している。

 ペットを同伴して宿泊できる施設も
ある。

宿泊施設に提出する申込書 38

◎ 住　　　    所　〔 那智勝浦町大字市野々　　　　　　　〕

◎ 世 帯 主 氏 名　〔　　　　　　　　　　　　〕

◎ 連　  絡　  先　〔　　　　 －　　　　　－　　　　　　〕

◎ 宿 泊 希 望 者　〔 下 記 の と お り 〕

素泊まり 朝食付き

◎ 宿泊希望施設名 〔　　　　　　　　　　　　〕

◎ 宿　  泊　  日　〔 平成　   年　  月　  日（    曜日）〕　　

　避難のため、上記のとおり宿泊申込いたします。

平成     年　  月　  日

宿泊施設長　殿

平成     年　   月    日

市野々区長

宿　泊　申　込　書

　氏　　名　
宿泊要件

住　　　　　　　所

　那智勝浦町大字市野々

を証明いたします。

証　　　明　　　書
　上記宿泊希望者全員は、区外に避難する市野々区民であること



６－１．自助・共助による防災活動について
「災害・避難カード」モデル事業について

ワークショップの様子（和歌山県那智勝浦町）

 県や市町、地方整備局とともに、自治会単位で住民を直接対象とした取組を展開中
 各モデル地区での取組は手引き（事例集）として取りまとめ、全国に周知・共有を図る予定
 モデル地区での取組を参考に、全国で同様の取組が展開されることにより、大規模河川氾濫をはじめとする
自然災害時に一人ひとりがどのような行動をとれば良いかをあらかじめ住民自身に把握してもらうことを目
指す。

住民自らがあらかじめ災害リスクを把握するためのツー
ルとして「災害・避難カード」を提案（平成26年4月）

※世帯（家一軒）ごとに最適な避難行動が異なることを
踏まえたもの

ワークショップの様子（東京都稲城市）
まちあるきの様子（岡山県美咲町）

避難勧告等ガイドライン
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（※）自主防災組織活動カバー率＝自主防災組織の組織されている地域の世帯数÷管内全世帯数

消防機関
常備消防

約１６．１万人

消防団

約８６．０万人

自主防災組織

約４，１８５万人

うち、女性消防団員
約２．３万人

活動カバー率（※）＝８０．０％

公助

教育機関
警察、自衛隊

ＮＰＯ
企業
ボランティア

(750本部)

(2,208団)

（156,840組織）

【平成２６年４月１日現在（消防庁）】

女性（婦人）防火クラブ
（9,106クラブ）

約138万人

少年消防クラブ
（4,558クラブ）

約42.0万人

自助
共助

（注）

（注）消防団数及び団員数（女性団員数含む）は
平成２７年４月１日（速報値）

（注）

（注）消防本部数は平成２７年４月１日

（注）

６－２．消防団について

地域の総合防災力
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６－２．消防団について

消防団の現状について

１ 消防団・消防団員の現況（平成２７年４月１日現在速報値【消防庁】）
○消防団数：2,208団（全国すべての市町村に設置） ○消防分団数：22,430分団 ○消防団員数：859,945人（前年度より4,402人減少）

２ 消防団員数と消防常備化率の推移

消防団員の数は、平成2年には100万人を割り、平成27年4月1日現
在（速報値）で約86.0万人と戦後一貫して減少

３ 被雇用者団員比率の推移

就業構造の変化により消防団員に占める被雇用者の割合が
高くなってきており、被雇用者団員比率は72.5％

４ 平均年齢の推移

消防団員の平均年齢は、平成26年4月1日現在、10年前の
37.4歳に比べ2.5歳上昇し、39.9歳

32.5 

33.3 
34.5 

35.6 
36.4 

37.3 
38.3 

39.7 39.9 

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

昭和45年 50 60 平成５年 10 15 20 25 26

（％）

※

◆消防団の特質
○消防組織法第９条～消防機関として常備消防機関と消防団（非常備消防機関）の２種類
○団員は権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員（他方、ボランティアとしての性格も有する）
○地域における消防防災の中核的存在（要員動員力・地域密着性・即時対応力）

1,944,233

996,743
859,945

10.0%

98.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

200

250

昭和

29年
30 35 40 45 50 55 60 平成

2年
7 12 17 22 25 26 27

消防常備化率消防団員数（万人）

※常備化率は昭和31年の率

※H27の常備化率は調査中

平成２年に100万人を割り込む

※H27の平均年齢は調査中

昭和30年に200万人を割り込む

26.5 

72.5 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

昭和
40年

50 60 平成2 7 12 17 22 23 24 25 26 27
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６－２．消防団について
消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在り方に関する中間答申

平成25年12月の「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の成立を踏まえ、消防団への加入の
促進を始めとする消防団の基盤の強化のうち取組が特に急がれる事項を中心として、中間答申を取りまとめ。

○ 「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会」を契

機として、国民の各界・各層の参画による国民会議体を

構築し、国民運動を展開するとともに、ブロックごとの大

会の開催を促進

○ 「消防団協力事業所表示制度」の未導入市町村（1720団

体中約670）に対する制度導入の徹底※ 交付事業所数：10,425

○ 長野県及び静岡県で導入されている消防団協力事業所に

対する税制優遇措置の全国への普及、国の支援策の検討

○ 消防団協力事業所等に対する地方公共団体の入札にお

ける優遇制度を全国に普及

○ 在勤者の入団を認めていない市町村において入団を認め

るよう改めて全国に徹底

○ 自衛消防組織の要員等に対する消防団への加入の働き

かけ

○ 通学先の市町村でも入団を可能とするよう

働きかけ

○ 消防団に所属する大学生等への就職活動用

の推薦状等の発出を市町村に対し働きかけ

○ 退職消防職団員による大規模災害発生時

限定の機能別分団の創設等の推進

地域防災力の充実強化に関する国民運動の展開

＜主な提言内容＞

消防団への加入促進

被用者

大学生等

シニア世代

○ 女性のいない消防団（全体の約40％）等に

おける女性入団の更なる促進

女性

＜中間答申の位置付け＞

○ 消防団員に対し身分証ともなるカードを発行し、
店舗等での提示により、消防団員が優遇を受けられる
仕組みの展開

地域における消防団活動に対する理解の促進
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６－２．消防団について

消防団の充実強化に向けた最近の取組

【地方財政措置の拡充】

●特別交付税の拡充
※消防団員数が標準団員数より

２倍以上有する市町村に対す
る報酬に係る特別交付税措置

・上限措置額1,000万円を撤廃
・前年に比して実員数が増加し

た市町村を新たに算定対象と
するよう拡充
※平成26年度３月交付分から

【消防団員の処遇の改善】

●報酬
・無報酬団体については、平成27年

度に解消される見込み
・平成27年度当初予算で報酬を引き

上げたのは172団体
・特に年額報酬１万円未満の市町村

に対し引上げを要請

【消防団への加入促進】
●女性や若者等の入団促進
・総務大臣書簡(地方公共団体長宛)を発出し、女性や

若者をはじめ、在勤者や地方公務員の入団促進を働
きかけ(平成27年２月13日)

・消防団員が増加した消防団に総務大臣感謝状を贈呈
(平成27年７月15日)

・大学生等の就職を支援するため学生消防団活動認証
制度を創設(平成26年11月28日)

・女性や若者等の入団促進を図るため、新たにモデル
事業を28団体で実施(平成27年度当初予算)

●被用者の入団促進
・総務大臣書簡(経済団体宛)を発出し、従業員及び自

衛消防組織構成員の入団促進、消防団活動がプラス
に評価される仕組み、採用時の積極的評価について
働きかけ(平成27年２月)

・消防団員が特に多い消防団協力事業所に対する総務
大臣感謝状の贈呈及び経済団体との意見交換を実施
(平成27年９月８日)

●地域防災力充実強化大会
・消防団を中核とした地域防災力充実強化大会を実施

(平成26年８月29日)
・東西において地域防災力充実強化大会を新たに開催

(平成２７年度当初予算)
○東日本：平成28年１月29日(金)

＿＿＿＿＿＿つくば国際会議場(茨城県)
○西日本：平成27年11月30日(月)

＿＿＿＿＿＿広島国際会議場(広島県)

【装備・教育訓練の改善】

・消防団の装備の基準の改正(平成26年２月７日)を踏まえ、集中的・
計画的な装備の改善を働きかけ

・救助資機材搭載消防ポンプ自動車配備
・平成26年度補正予算(１５億円) → 89市町村へ配備
・平成27年度当初予算(3.６億円) → 18消防学校へ配備

・実践的な教育訓練を行うため、教育用ＤＶＤ及び教育用冊子を作成
(平成26年12月26日)

・消防学校の教育訓練の基準の改正(平成26年３月28日)を踏まえ、
標準化を図るとともに実践的な訓練の実施を働きかけ

・「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」（平成25年12月13日施行）
・消防庁に「消防団充実強化対策本部」を設置（平成25年12月24日）
・第27次消防審議会「消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在り方に関する中間答申」（平成26年７月３日）
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●平成２６年度

日時等：６月４日（水）１４：００～ 全国市長会総会と同日に開催 市長約１７０名出席

内 容：挨拶 新藤総務大臣、古屋内閣府防災担当大臣

市町村長の初動対応について 「消防審議会長 室﨑 益輝 氏」

災害を体験した市町村長による講演 「兵庫県豊岡市長 中貝 宗治 氏」

市町村による防災対策について 「内閣府政策統括官 日原 洋文 氏」

●平成２７年度

日時等：６月１０日（水）１４：００～ 全国市長会総会と同日に開催 市長約１５０名出席

内 容：挨拶 高市総務大臣、山谷内閣府防災担当大臣

市町村長の初動対応について 「東京経済大学名誉教授 吉井 博明 氏」

災害を体験した市町村長による講演① 「新潟県見附市長 久住 時男 氏」

災害を体験した市町村長による講演② 「宮城県気仙沼市長 菅原 茂 氏」

全国防災・危機管理トップセミナー 「全国都市会館」

市町村長の危機管理意識の一層の向上を図り、具体的な災害対応の危機事態において、市町村長がリーダー
シップを十分発揮し、的確な危機対応を行うことができるよう、２６年度からセミナーを実施している。

高市総務大臣
吉井教授 久住見附市長 菅原気仙沼市長 会場の様子 44

６－３．訓練・研修について
市町村長への全国防災・危機管理トップセミナー（消防庁・内閣府）



※各都道府県においてそれぞれ実施される首長を対象とした研修

都道府県防災・危機管理トップセミナー

都道府県が主体となって、開催

消防庁の対応：①テキスト「市町村長による危機管理の要諦」の作成、②講師の斡旋、派遣

参加者 ： 市町村長 本人９０１名、代理５９５名が参加（４７都道府県）

※ 原則として１期目又は被災経験のない市町村長が対象

内 容 ： ① 市町村長の初動対応(消防庁テキストを活用)、② 災害対応を経験した市町村長による講演 等

45

６－３．訓練・研修について
市町村長への都道府県防災・危機管理トップセミナー（消防庁）
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６－３．訓練・研修について
標準テキスト『市町村長への危機管理の要諦』（その１）



47

６－３．訓練・研修について
標準テキスト『市町村長への危機管理の要諦』（その２）



６－３．訓練・研修について
図上訓練・広報コース（人と防災未来センター）

○対応方針を明確にした災害対策本部運営を身につけるための訓練のあり方の検討
• 災害時に自治体が災害対策本部を運営するための一つのやり方として、対応方針を明確にした
災害対応を実施する目標管理型災害対応を推奨

• このやり方を講義・個別演習・図上訓練・広報訓練等で身につけるための研修として災害対策
専門研修特設コース「図上訓練・広報コース」（※）を平成18年度から実施

• 平成26年に実施したコースでは、全国の都道府県及び市区町村から35名の参加があり、
• 情報の整理の仕方によって、共有できる範囲が異なることがわかり、情報の重要性を確認
できた。

• 短期から長期にわたる災害対応に関する目標をたてることの視点を持つことを身につける
ことができた。

• 単なる被害状況だけでなく、ニーズに応じた情報提供の重要性が分かった。
といった意見があった。

情報提供：人と防災未来センター 48
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